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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　縦方向及び横方向と、前ウエスト域と、後ウエスト域と、前記前後ウエスト域の間に位
置するクロッチ域とを有し、前記前後ウエスト域を形成する環状のウエストパネルと、前
記クロッチ域から前記前後ウエスト域へ延びるクロッチパネルと、ウエスト開口及び一対
のレッグ開口とを含む使い捨ての着用物品において、
　前記ウエストパネルは、前記横方向に弾性的に伸縮可能なウエスト弾性体を含み、
　前記クロッチパネルは、吸収体と、前記吸収体の前記横方向外側に位置する一対の防漏
カフとを含み、
　前記ウエストパネルと前記クロッチパネルとは、略全域に着色が施されており、
　前記ウエストパネルにおいて前記クロッチパネルが平面視において重ならない第１領域
と、前記クロッチパネルにおいて前記ウエストパネルが平面視において重ならない第２領
域と、前記ウエストパネルと前記クロッチパネルとが平面視において重なる第３領域との
うち、前記ウエスト弾性体が収縮した自然状態において、外観視における色濃度が最も高
い領域と最も低い領域との色差が、０．１～１０．０の範囲であって、
　前記防漏カフは、白色の繊維不織布から形成されていて、
　外観視において、前記レッグ開口に沿う領域の一部のみが非着色であることを特徴とす
る着用物品。
【請求項２】
　前記第１領域の最大伸長時における色濃度は、前記第２領域の色濃度よりも低い請求項
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１に記載の着用物品。
【請求項３】
　前記クロッチパネルは、前記クロッチパネルの非肌対向面を形成する被覆シートと、前
記被覆シートと前記吸収体の間に位置し、前記吸収体の非肌対向面側を覆う防漏シートと
を含み、
　前記被覆シートは、白色であって光線透過率が６０％以上の繊維不織布から形成され、
　前記防漏シートは、着色が施されたプラスチックフィルムから形成され、
　前記防漏カフは、前記防漏シートの肌対向面側に位置する請求項１又は２に記載の着用
物品。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、使い捨ての着用物品に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、前後ウエスト域とクロッチ域とが別体のパネルから形成された使い捨ての着用物
品は公知である。例えば、特許文献１には、前後ウエスト域を形成するウエストパネルと
、クロッチ域を形成するクロッチパネルとを含む着用物品が開示されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特表２００６－５２５８５８号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　特許文献１に開示された着用物品では、外面全体が白色の繊維不織布から形成されてお
り、ウエストパネル及びクロッチパネルは非着色であることから、各パネルが重なる領域
や各パネルの境界部分において色差が小さく、複数のパネル部材から構成されていること
を外観視において視認されることはない。
【０００５】
　しかし、かかる着用物品は、全体が外観視において白色であるため、全域又はその一部
に着色を施した着用物品に比して意匠性に欠ける。また、外面全体が着色されてないこと
によって、繊維不織布の質感が表れて、使い捨て着用物品らしい外観となる。着用物品の
意匠性を向上させて下着らしい外観にするために、ウエストパネル及びクロッチパネルの
外面に着色をした場合には、各パネルが重なる部分が他の部分に比して色が濃くなったり
、各パネルの境界部分近傍において色差が生じたりして、外観視において複数のパネル部
材から構成されていることが認識されて、下着らしい外観が損なわれてしまうおそれがあ
る。
【０００６】
　そこで、本発明の目的は、従来の技術の改良であって、前後ウエスト域と、クロッチ域
とが、別体のパネルによって形成される使い捨ての着用物品において、略全域に着色を施
して意匠性を向上させるとともに、下着らしい外観を得ることができる着用物品の提供に
ある。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　上記課題を達成するために、本発明が対象とするのは、縦方向及び横方向と、前ウエス
ト域と、後ウエスト域と、前記前後ウエスト域の間に位置するクロッチ域とを有し、前記
前後ウエスト域を形成する環状のウエストパネルと、前記クロッチ域から前記前後ウエス
ト域へ延びるクロッチパネルと、ウエスト開口及び一対のレッグ開口とを含む使い捨ての
着用物品である。
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【０００８】
　本発明は、上記使い捨ての着用物品において、前記ウエストパネルは、前記横方向に弾
性的に伸縮可能なウエスト弾性体を含み、前記クロッチパネルは、吸収体と、前記吸収体
の前記横方向外側に位置する一対の防漏カフとを含み、前記ウエストパネルと前記クロッ
チパネルとは、略全域に着色が施されており、前記ウエストパネルにおいて前記クロッチ
パネルが平面視において重ならない第１領域と、前記クロッチパネルにおいて前記ウエス
トパネルが平面視において重ならない第２領域と、前記ウエストパネルと前記クロッチパ
ネルとが平面視において重なる第３領域とのうち、前記ウエスト弾性体が収縮した自然状
態において、外観視における色濃度が最も高い領域と最も低い領域との色差が、０．１～
１０．０の範囲であって、前記防漏カフは、白色の繊維不織布から形成されていて、外観
視において、前記レッグ開口に沿う領域の一部のみが非着色であることを特徴とする。
【発明の効果】
【０００９】
　本発明に係る使い捨ての着用物品によれば、ウエストパネルとクロッチパネルとは、略
全域に着色が施されているため、着用物品の意匠性が向上する。また、ウエストパネルに
おいてクロッチパネルが平面視において重ならない第１領域と、クロッチパネルにおいて
ウエストパネルが平面視において重ならない第２領域と、ウエストパネルとクロッチパネ
ルとが平面視において重なる第３領域とのうち、ウエスト弾性体が収縮した自然状態にお
いて、外観視における色濃度が最も高い領域と最も低い領域との色差が、０．１～１０．
０の範囲であるため、各パネルが重なる領域や各パネルどうしの境界が形成される部分に
おける色差が小さく、下着らしい印象を与えることができる。
【図面の簡単な説明】
【００１０】
　図面は、本発明の特定の実施の形態を示し、発明の不可欠な構成ばかりでなく、選択的
及び好ましい実施の形態を含む。
【図１】本発明に係る使い捨ての着用物品の一例として示す、第１実施形態における使い
捨てのおむつを正面側から視た斜視図。
【図２】各弾性体の最大伸長時（弾性材料の収縮作用によるギャザーがなくなる程度）ま
で縦方向及び横方向に伸展したおむつの一部破断展開平面図。
【図３】おむつの分解斜視図。
【図４】（ａ）クロッチパネルを取り除いた状態において前ウエストパネルを肌対向面側
から視た一部破断平面図。（ｂ）クロッチパネルを取り付けた状態において前ウエストパ
ネルを非肌対向面側から視た平面図。
【図５】（ａ）クロッチパネルを取り除いた状態において後ウエストパネルを肌対向面側
から視た一部破断平面図。（ｂ）クロッチパネルを取り付けた状態において後ウエストパ
ネルを非肌対向面側から視た平面図。
【図６】第２実施形態に係るおむつの斜視図。
【図７】第２実施形態に係るおむつの図４と同様の図。
【図８】第２実施形態に係るおむつの図５と同様の図。
【図９】変形例におけるおむつの図５と同様の図。
【図１０】変形例におけるおむつを背面側から視た斜視図。
【発明を実施するための形態】
【００１１】
＜第１実施形態＞
　図１～図５を参照すると、本発明の第１実施形態に係る使い捨ての着用物品の一例であ
る使い捨てのおむつ１０は、縦方向Ｙ及びそれに直交する横方向Ｘと、肌対向面及びその
反対側の非肌対向面と、前ウエスト域１１と、後ウエスト域１２と、前後ウエスト域１１
，１２間に位置するクロッチ域１３とを有し、前後ウエスト域１１，１２を形成する環状
のウエストパネル１４と、クロッチ域１３から前後ウエスト域１１，１２へ延びる、吸収
体１６を有するクロッチパネル１５と含み、ウエストパネル１４は、横方向Ｘに弾性的に
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伸縮可能なウエスト弾性体４１，４２を含む。おむつ１０が展開された各図において、後
述する各弾性体は、その収縮力に抗して伸長された状態にある。おむつ１０は、その横方
向Ｘにおける寸法と２等分する縦軸Ｐと、その縦方向Ｙの寸法を２等分する横軸Ｑとを有
する。
【００１２】
　ウエストパネル１４とクロッチパネル１５とは、それらを構成するシート部材のいずれ
かが有彩色に着色された着色シートから形成されていることによって、おむつ１０の略全
域が外観視において視認可能な着色を有する。なお、各図においてドットで示す領域は、
ウエストパネル１４及びクロッチパネル１５に付された色の濃さを示すものであって、ド
ットの密度が高いほどに外観視における着色の濃度が高い領域を意味する。また、本実施
形態において、「自然状態において、おむつの外観視における着色の濃度が高い」とは、
弾性体が配置されることによって生じるギャザーの影響や、着色されたシートが平面視に
おいて重なることによって繊維が密になり外観視においてウエストパネル１４及びクロッ
チパネル１５に着色された色が濃く視えることを意味する。したがって、必ずしもウエス
トパネル１４及びクロッチパネル１５の最大伸長時（図２に示す各弾性体が伸長された状
態）におけるウエストパネル１４及びクロッチパネル１５の色の濃度を表すものではない
。
【００１３】
＜ウエストパネル＞
　ウエストパネル１４は、弾性ベルト機能を有し、前ウエスト域１１を形成する前ウエス
トパネル１７と、後ウエスト域１２を形成する後ウエストパネル１８とを含む。前ウエス
トパネル１７は、横方向Ｘへ延びて縦方向Ｙにおいて互いに離間対向する内端縁１７ａ及
び外端縁１７ｂと、内外端縁１７ａ，１７ｂの間を縦方向Ｙに延びる両側縁１７ｃとによ
って画定された矩形状を有する。後ウエストパネル１８は、横方向Ｘへ延びて縦方向Ｙに
おいて互いに離間対向する内端縁１８ａ及び外端縁１８ｂと、外端縁１８ｂから縦方向Ｙ
の内方へ延びる両側縁１８ｃと、両側縁１８ｃから内方へ斜めに延びる内側縁１８ｄとに
よって画定された略台形状を有する。後ウエストパネル１８は、両側縁１８ｃ間において
横方向Ｘへ延びる矩形状の後ウエスト部２３と、クロッチ域１３に位置し、後ウエスト部
２３よりも幅狭であって内側縁１８ｄ間に位置するほぼ台形状の臀部カバー部２４とを有
する。互いに対向する前ウエストパネル１７の両側縁１７ｃと後ウエストパネル１８の両
側縁１８ｃどうしは、互いに重ね合わされ、縦方向Ｙへ断続的に並ぶサイドシーム１９に
おいて公知の手段、例えば、熱エンボス加工、ソニックなどによる各種の熱溶着手段によ
って連結され、ウエスト開口２１と一対のレッグ開口２２とが画定される。
【００１４】
　前後ウエストパネル１７，１８は、それぞれ、肌対向面側に位置する内層シート（着色
シート）３１，３２と、非肌対向面側に位置する外層シート３３，３４と、内層シート３
１，３２の肌対向面側に位置して後述するクロッチパネル１５の前後端縁２０ａ，２０ｂ
を覆う補助シート３５，３６とを含む。
【００１５】
　内層シート３１，３２は、前後ウエストパネル１７，１８の外形を形成している。外層
シート３３，３４は、内層シート３１，３２よりも縦方向Ｙの寸法が大きく形成されてお
り、前後ウエストパネル１７，１８の外形を形成する主体部と、該主体部から縦方向Ｙ外
側へ延出する延出部（第１補助シート）３３ａ，３４ａを有する。延出部３３ａ，３４ａ
は、横方向Ｘへ延びる折曲線に沿って内層シート３１，３２側へ折り曲げられ、内層シー
ト３１，３２の肌対向面に固定される。なお、延出部３３ａ，３４ａは外層シート３３，
３４と別体のシート部材から形成してもよい。補助シート（第２補助シート）３５，３６
は、矩形状に形成されて前後ウエスト域１１，１２の両側縁間を横方向Ｘに延びており、
クロッチパネル１５の前後端部１５Ａ，１５Ｂ及び内層シート３１，３２に固定される。
【００１６】
　内外層シート３１～３４及び補助シート３５，３６としては、例えば、不透液性又は難
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透液性であって、好ましくは通気性を有する、単位面積当たりの質量が約１０～４０ｇ／
ｍ２のスパンボンド繊維不織布、メルトブローン繊維不織布、ＳＭＳ（スパンボンド・メ
ルトブローン・スパンボンド）繊維不織布、エアスルー繊維不織布等の各種公知の繊維不
織布を用いることができる。本実施形態において、内層シート３１，３２の質量は約１３
ｇ／ｍ２であり、外層シート３３，３４の質量は約１７ｇ／ｍ２である。
【００１７】
　図３～図５を参照すると、前ウエストパネル１７の内外層シート３１，３３の間には、
前ウエスト域１１において横方向Ｘへ延びる前ウエスト弾性体（ウエスト弾性体）４１が
伸長状態で収縮可能に取り付けられる。後ウエストパネル１８の内外層シート３２，３４
の間には、後ウエスト域１２において横方向Ｘへ延びる後ウエスト弾性体（ウエスト弾性
体）４２と、臀部カバー部２４に位置して横方向Ｘへ延びる臀部弾性体４３とが伸長状態
で収縮可能に取り付けられる。前後ウエストパネル１７，１８は、各弾性体が配置される
ことによって、弾性的に伸縮可能な前後ウエスト弾性域４５，４６と臀部弾性域４７とを
有する。
【００１８】
＜各弾性域＞
　前ウエスト弾性域４５は、前ウエスト域１１に位置し、ウエスト開口２１の縁部におい
て横方向Ｘへ延びる前第１弾性域４５Ａと、クロッチ域１３側において横方向Ｘへ延びる
前第２弾性域４５Ｂと、吸収体１６の縦方向Ｙ外側であって、前第１弾性域４５Ａと前第
２弾性域４５Ｂとの間に位置する前第３弾性域４５Ｃとを有する。後ウエスト弾性域４６
は、後ウエスト域１２に位置し、ウエスト開口２１の縁部において横方向Ｘへ延びる後第
１弾性域４６Ａと、クロッチ域１３側において横方向Ｘへ延びる後第２弾性域４６Ｂと、
吸収体１６の縦方向Ｙ外側であって、後第１弾性域４６Ａと後第２弾性域４６Ｂとの間に
位置する後第３弾性域４６Ｃとを有する。臀部弾性域４７は、臀部カバー部２４に形成さ
れる。
【００１９】
　前ウエスト域１１において、前第２弾性域４５Ｂは、横方向Ｘにおいて離間対向して位
置する一対の弾性域から形成されており、各弾性域に配設された前ウエスト弾性体４１は
、前ウエストパネル１７の側縁１７ｃから吸収体１６の側縁部１６ｃまで延びている。一
対の前第２弾性域４５Ｂ間における平面視において吸収体１６の中央部と重なる部分には
、前ウエスト弾性体４１が配置されていない又は配置されていたとしてもその収縮力が実
質的に発揮されていない、前非弾性域が位置する。
【００２０】
　後ウエスト域１２において、後第２弾性域４６Ｂと臀部弾性域４７とは、横方向Ｘにお
いて離間対向して位置する一対の弾性域から形成されており、各弾性域に配設された後ウ
エスト弾性体４２と臀部弾性体４３は、後ウエストパネル１８の側縁１８ｃから吸収体１
６の側縁部１６ｃまで延びている。一対の後第２弾性域４６Ｂ及び臀部弾性域４７間にお
ける平面視において吸収体１６の中央部と重なる部分には、後ウエスト弾性体４２及び臀
部弾性体４３が配置されていない又は配置されていたとしてもその収縮力が実質的に発揮
されていない、後非弾性域が位置する。
【００２１】
　前後第１弾性域４５Ａ，４６Ａの肌対向面側は、外層シート３３，３４の延出部３３ａ
，３４ａによって覆われている。前後第３弾性域４５Ｃ，４６Ｃには、クロッチパネル１
５の前後端縁２０ａ，２０ｂが位置し、前後第３弾性域４５Ｃ，４６Ｃの肌対向面側の少
なくとも一部は、補助シート３５，３６によって覆われている。本実施形態では、前第３
弾性域４５Ｃの全域及び前第１弾性域４５Ａの一部が補助シート３５によって覆われてお
り、後第３弾性域４６Ｃの一部が補助シート３６によって覆われている。
【００２２】
　前後ウエスト域１１，１２に位置する各非弾性域は、その両側に位置する弾性域を構成
する弾性体４１，４２，４３が切断又は除去されていることの他に、その収縮力が実質的



(6) JP 6571323 B2 2019.9.4

10

20

30

40

50

に発現しないような態様で一部が配置されている場合を含む。このように、各弾性体４１
，４２，４３が吸収体１６の中央部と重ならないように配置されていることによって、そ
れらの収縮力によって吸収体１６の吸液性能を低下させるようなギャザーや変形が生じる
のを抑制することができる。また、前後ウエスト弾性体４１，４２及び臀部弾性体４３の
一部は吸収体１６の両側縁部１６ｃと平面視において重なっていることから、着用状態に
おいて、該弾性体４１，４２，４３の収縮作用によって吸収体１６の中央部を横方向Ｘに
拡げることができる。
【００２３】
　前後ウエスト弾性体４１，４２及び臀部弾性体４３は、繊度が３００～１０００ｄｔｅ
ｘ、約１．８～３．５倍に伸長された状態で配設された、ストリング状またはストランド
状の弾性材料から形成することができる。本実施形態において、前後第１弾性域４５Ａ，
４６Ａに位置する前後ウエスト弾性体４１，４２は、繊度が約６２０ｄｔｅｘ、約２．４
倍に伸長されて収縮可能に取り付けられた５本の弾性材料からなり、縦方向Ｙに約５．０
ｍｍ間隔で離間して配置され、前後第２弾性域４５Ｂ，４６Ｂ及び前後第３弾性域４５Ｃ
，４６Ｃに位置する前後ウエスト弾性体４１，４２は、繊度が約４７０～６２０ｄｔｅｘ
、約２．１～２．９倍に伸長されて収縮可能に取り付けられた複数条の弾性材料からなり
、縦方向Ｙに約４．０～５．０ｍｍ間隔で離間して配置されている。
　各弾性域における単位面積当たりの伸長応力の相関関係は、前後第２弾性域４５Ｂ，４
６Ｂ≧前後第１弾性域４５Ａ，４６Ａ＞前後第３弾性域４５Ｃ，４６Ｃ＞臀部弾性域４７
となるように設定される。
【００２４】
＜クロッチパネル＞
　図２及び図３を参照すると、クロッチパネル１５は、縦長の略矩形状であって、横方向
Ｘへ延び縦方向Ｙにおいて互いに離間対向する前端縁２０ａ及び後端縁２０ｂと、前ウエ
ストパネル１７の肌対向面と連結された前端部１５Ａと、後ウエストパネル１８の肌対向
面と連結された後端部１５Ｂと、前後端部１５Ａ，１５Ｂ間において縦方向Ｙへ延び、ク
ロッチ域１３の一部を形成する中間部１５Ｃとを有する。クロッチパネル１５の前後端部
１５Ａ，１５Ｂは、ホットメルト接着剤等の接着手段を塗布してなる前後接合域を介して
前後ウエストパネル１７，１８の内面に固定される。
【００２５】
　図３を参照すると、クロッチパネル１５は、透液性の身体側ライナ５１と、それに肌対
向面側が被覆された吸収体１６と、吸収体１６の非肌対向面側に位置する疎水性の被覆シ
ート５３とを含む。身体側ライナ５１は、例えば、質量約１５～２５ｇ／ｍ２の親水化処
理されたスパンボンド繊維不織布、ＳＭＳ繊維不織布等から形成することができる。吸収
体１６は、フラッフ木材パルプや超吸収性ポリマー粒子等の吸収性・離散材料から形成さ
れた吸液性コアと、吸液性コアの全体を包被する質量約１０～２０ｇ／ｍ２のティッシュ
ペーパ等から形成された透液性のコアラップシートとを有する。被覆シート５３は、質量
約１０～２５ｇ／ｍ２の疎水性のＳＭＳ繊維不織布やスパンボンド不織布等から形成され
る。被覆シート５３と吸収体１６との間には、質量約１０～２５ｇ／ｍ２の通気性を有す
るプラスチックフィルムから形成された不透液性の防漏シート（着色シート）５４が配置
される。
【００２６】
　被覆シート５３は、防漏シート５４の両側縁の横方向Ｘの外側に位置する両側部５５を
有する。両側部５５は、防漏シート５４の両側縁に隣接して縦方向Ｙへ延びる折曲ライン
に沿って内方へ（吸収体１６側へ）折曲されて身体側ライナ５１に固定される。両側部５
５は、身体側ライナ５１に固定されて縦方向Ｙへ互いに離間する両端固定部５２と、身体
側ライナ５１の両側縁部及び／又は防漏シート５４の両側縁部に固定される近位縁部５８
ａと、両端固定部５２間において縦方向Ｙへ延び、かつ、近位縁部５８ａと並行して縦方
向Ｙへ延びる遠位縁部（自由縁部）５８ｂとを有する。なお、図３に示す分解斜視図では
、被覆シート５３から身体側ライナ５１及び吸収体１６を分離した状態で被覆シート５３
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の両側部５５を折曲しており、両端固定部５２を固定していない状態を示している。遠位
縁部５８ｂは、被覆シート５３の外側縁部を折り曲げて固定することによって形成された
スリーブ状をなし、縦方向Ｙへ延びる複数条のストリング状又はストランド状のカフ弾性
体５９が伸長状態で収縮可能に配設される。カフ弾性体５９が収縮することによって、該
縁部５８ｂが身体側ライナ５１から着用者の身体側へ離間して防漏カフを形成し、着用者
の大腿部にフィットして排泄物の漏れを防止する。また、被覆シート５３の両側部５５で
あって、防漏カフの横方向Ｘ外側には、縦方向Ｙへ延びる複数条のストリング状又はスト
ランド状のレッグ弾性体５７が伸長状態で収縮可能に固定される。レッグ弾性体５７は、
横方向Ｘにおいて所与寸法離間して配置された複数の弾性材料から形成されており、一定
幅において弾性を有する弾性帯を形成する。
【００２７】
　本実施形態においては、前後ウエストパネル１７，１８のうちの内層シート３１，３２
が比較的に薄い色（例えば、淡い青色）に着色されており、クロッチパネル１５のうちの
防漏シート５４が比較的に濃い色（内層シート３１，３２に比して濃い色。例えば、内層
シート３１，３２に比して濃い青色）に着色されている。着色された内層シート３１，３
２を形成する繊維不織布は、それらの自然状態（弾性体が配置されていない状態。弾性体
が配置されている場合には、それらが伸長状態された状態。）における外観視において着
色された色がほぼ均一になるように、シートの厚さや繊維密度が全体的にほぼ同じである
。内層シート３１，３２は、印刷によって着色することが可能であるが、繊維不織布で形
成された内層シート３１，３２を着色する場合、原料樹脂に顔料又は染料を添加して構成
繊維を着色させることによって、プラスチックフィルムと異なり地合いむらのある繊維不
織布であっても、均一に着色させることができる。内層シート３１，３２と防漏シート５
４とは、同色又は類似色に着色されており、それらが積層されることによって、該積層領
域は、外観視において、いずれかの着色シートが配置された単層領域よりも着色された色
が濃くなる。また、内層シート３１，３２よりも防漏シート５４が濃い色に着色されてい
ることから、それらが重ならない領域においては、防漏シート５４の配置された領域が内
層シート３１，３２の配置された領域よりも（図２に示す弾性体が伸長された状態におい
て）色合いが濃くなる。
【００２８】
　着色された内層シート３１，３２は、外層シート３３，３４を透過して視認されるので
、外層シート３３，３４は、少なくとも６０％以上の光線透過率を有するものであること
が好ましい。また、防漏シート５４は、内外層シート３１～３４と被覆シート５３とを透
過して視認されるものであって、各シート３１～３４，５３の積層領域の光線透過率は、
少なくとも３０％以上であることが好ましい。また、着色された色が外層シート３３，３
４に透過されやすいようにするために、内層シート３１，３２の光線透過率は、外層シー
ト３３，３４のそれよりも低いことが好ましい。
【００２９】
　図１、図４及び図５を参照すると、おむつ１０は、説明の便宜上、ウエストパネル１４
においてクロッチパネル１５が平面視において重ならない第１領域６１と、クロッチパネ
ル１５においてウエストパネル１４が平面視において重ならない第２領域６２と、ウエス
トパネル１４とクロッチパネル１５とが平面視において重なる第３領域６３とに区分され
る。既述とおり、着色されたシートが配置された領域は、それが外層シート３３，３４か
ら透過されるところ、各弾性体が配設された部分ではギャザーの影響によって繊維が密に
なって色合いが濃くなる。本実施形態においては、防漏シート５４が内層シート３１，３
２よりも濃い色に着色されていることから、前者の配置領域である第２領域６２が後者の
配置領域である第１領域６１よりも濃くなるところ、第１領域６１には、前後ウエスト弾
性体４１，４２が配設されていることによってそのギャザーの影響で着色された色合いが
濃くなり、おむつ１０の自然状態（各弾性体が収縮された状態）及び着用状態（自然状態
に比して弾性体が伸長された状態）において、第１領域６１と第２領域６２とは、外観視
において、ほぼ同じ濃度の色を有する。
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【００３０】
　着色された内層シート３１，３２と防漏シート５４とが重なる第３領域６３は、各領域
６１～６３のうちで最も色濃度が高い領域となる。しかし、比較的に色濃度の低い内層シ
ート３１，３２の位置する第１領域６１を前後ウエスト弾性体４１，４２による収縮作用
によって色濃度を高くし、かつ、第３領域６３においては前後ウエスト弾性体４１，４２
を配置しない非弾性域を形成し、その色濃度が高くならないようにしていることから、第
１～第３領域６１～６３間における色差は大きく相違するものではない。本実施形態に係
るおむつ１０では、本来的には比較的に濃い色に着色された防漏シート５４の配置された
第２領域６２が比較的に薄い色に着色された内層シート３１，３２が配置された第１領域
６１よりも色濃度が高くなるべきところ、おむつ１０の外面にギャザーが形成された自然
状態において、第１領域６１と第２領域６２との色濃度がほぼ等しくなっている。これは
、第１領域６１においてギャザーの形成によって繊維が密になることによるものと考えら
れる。なお、各領域６１～６３の色差が所定の範囲内にある限りにおいて、第１領域６１
における前後ウエスト弾性体４１，４２の収縮力を調整することによって、第１領域６１
の色濃度が第２及び第３領域６２，６３の色濃度よりも高くなることも考えられる。
【００３１】
　各弾性体が収縮した自然状態において、第１～第３領域６１，６２，６３のうち、外観
視において、最も色濃度が高い領域と最も色濃度の低い領域との色差（ΔＥ＊ａｂ）は、
Ｌ＊ａ＊ｂ＊表色系において、０．１～１０．０の範囲である。おむつ１０に下着のよう
な印象を与えるためには、各領域６１～６３が外観視において同じ色（実質的に色差が０
）であることが好ましいが、少なくとも各領域６１～６３の着色を有する領域の色差（Δ
Ｅ＊ａｂ）が０．１～１０．０の範囲内であることが本発明の効果を奏するうえで好まし
い。ここで、外観視において最も色濃度が高い領域とは、着色が施されている第１～第３
領域のうち、自然状態において、外観視における着色の濃度が最も高い部分を有する領域
をいい、外観視において最も色濃度が低い領域とは、着色が施されている第１～第３領域
のうち、自然状態において外観視における着色の濃度が最も低い部分を有する領域をいう
。Ｌ＊ａ＊ｂ＊表色系における色差（ΔＥ＊ａｂ）は、ΔＥ＊ａｂ＝（ΔＬ＊2＋Δａ＊2

＋Δｂ＊2）1/2 に基づいて計算することができる。
【００３２】
　本実施形態に係るおむつ１０は、前後ウエストパネル１７，１８とクロッチパネル１５
とから構成されており、下着らしい印象を与えるためにおむつ１０全体を着色したとして
も、各領域６１～６３の色差によってそれらのパネルどうしの境界部分が視認されて下着
らしい外観が損なわれるおそれがあるところ、各領域６１，６２，６３の色差をいずれも
１０．０以下とすることで、各パネルの境界部分における色濃度がほぼ均一になり、下着
らしい印象を与えることができる。
【００３３】
　特に、おむつの正面視及び背面視において、前後ウエストパネル１７，１８とクロッチ
パネル１５との境界部分を形成する前後ウエストパネル１７，１８の内端縁１７ｂ，１８
ｂは、継ぎ目のように目立つ部分であって、該部分の外形輪郭が明瞭に視認されることに
よって下着らしい外観が損なわれて、よりおむつとして認識されるおそれがあるが、該境
界部分における色差が所定の範囲内にあることによって、おむつ１０の外観視において目
立つことはなく、全体として下着のような印象を与えることができる。
【００３４】
　既述のとおり、防漏シート５４は内層シート３１，３２よりも色濃度が高くなるように
着色されていることから、おむつ１０の最大伸長時における各領域６１，６２，６３の色
濃度の相関関係は、第３領域６３＞第２領域６２＞第１領域６１となっている。また、お
むつ１０の最大伸長時において、第１領域６１と第２領域６２の色差（おむつ１０を伸長
させた状態において肌対向面側に白色の設置板を配置して測定したときの値）は、１０．
０以下であることが好ましい。
【００３５】
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　第３領域６３は、前後ウエスト弾性体４１，４２及び臀部弾性体４３の収縮力が作用す
る両側部６４と、両側部６４の間に位置し、各弾性体４１，４２，４３の収縮力が実質的
に作用しない中央部６５とを有する。第３領域６３の両側部６４において、前後ウエスト
弾性体４１，４２及び臀部弾性体４３は、吸収体１６の両側縁部１６ｃに延在しており、
その収縮作用によって両側縁部１６ｃの色濃度が比較的に高くなるおそれがあるところ、
吸収体１６がシート部材に比して高い剛性を有することからギャザーが形成され難くなり
、両側縁部１６ｃの位置する領域において、ギャザーが形成された第３領域６３の他領域
に比して色濃度が大きく高くなることはない。また、両側縁部１６ｃの横方向Ｘ外側にお
いては、剛性の変化によって弾性体の応力が集中して細かいギャザーが形成されており、
着色されていない白色の外層シート３３，３４を構成する繊維の密度が高くなる。そのた
め、両側縁部１６ｃ近傍における第１領域６１と第３領域６３との色差による変化が抑え
られ、吸収体１６の外形輪郭がはっきりと視認されず、クロッチパネル１５及び吸収体１
６の存在を明瞭に把握されることはなく、下着のような外観を損なうおそれはない。
【００３６】
　第１領域６１における各弾性域は、既述した伸長応力の相関関係を有している。伸長応
力の高い領域では、ギャザーが密に形成され色濃度が高くなるため、第１領域６１におけ
る色濃度の相関関係は、自然状態において、前後第２弾性域４５Ｂ，４６Ｂ≧前後第１弾
性域４５Ａ，４６Ａ＞前後第３弾性域４５Ｃ，４６Ｃ＞臀部弾性域４７となっており、臀
部弾性域４７と第３領域６３の両側部６４と色差は１０．０以下である。
【００３７】
　このように、第１領域６１において色濃度が異なる領域が形成されるおそれがあるとこ
ろ、前後第１弾性域４５Ａ，４６Ａの肌対向面は、白色（非着色）のシートである延出部
（補助シート）３３ａ，３４ａによって覆われていることによって光線透過率が低くなっ
て他の領域との色差が小さくなる。
【００３８】
　また、前後第３弾性域４５Ｃ，４６Ｃには、クロッチパネル１５の前後端縁２０ａ，２
０ｂが配置され、第１領域６１と第３領域６３との境界部分が形成され、外観視において
色差が識別されやすくなる。既述したとおり、該弾性域４５Ｃ，４６Ｃの肌対向面側には
クロッチパネル１５の前後端縁２０ａ，２０ｂを覆うように白色（非着色）の補助シート
３５，３６が配置されているため、補助シート３５，３６によって光線透過率が低くなっ
て他の領域との色差が小さくなる。
【００３９】
　図１及び図２を参照すると、防漏カフ（遠位縁部５８ｂ）は、白色の被覆シート５３に
よって形成されており、遠位縁部５８ｂと吸収体１６の両側縁部１６ｃとの間には、着色
された防漏シート５４の一部が露出している。おむつ１０の着用時において、防漏カフの
一部が折れ曲がったり捩れたりした状態のままレッグ開口２２に脚を挿入したときには、
防漏カフに脚先が引っ掛かったり排泄物の横漏れの原因となるおそれがあることから、着
用者は、着用する前にウエスト開口２１を拡げておむつ１０の内面を確認することがある
。かかる場合において、防漏シート５４と防漏カフを形成する被覆シート５３とが同色（
白色）の場合にはそれらを視覚的に識別することができないおそれがあるところ、本実施
形態においては、おむつ１０の内面視において被覆シート５３の遠位縁部５８ｂに隣接す
る防漏シート５４が着色されていることによって、それらの色彩の相違（コントラスト）
によって、防漏カフの形状をはっきりと視認でき、着用する前に安定的に起立できるよう
な態様に修正することができる。
【００４０】
　本実施形態においては、前後ウエストパネル１７，１８において、内外層シート３１～
３４のうちの内層シート３１，３２を着色シートとしたが、おむつ１０の外観視において
、着色された色が視認される限りにおいて、内層シート３１，３２と外層シート３３，３
４とのうちの少なくとも一方のシートが着色されていればよい。また、クロッチパネル１
５のうちの防漏シート５４を着色シートとしたが、防漏シート５４ではなく、被覆シート
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５３が着色されていてもよいし、両シート５３，５４が着色されていてもよい。このよう
に、前後ウエストパネル１７，１８及びクロッチパネル１５において、単数、複数を問わ
ず、それを構成するシート部材のうちのいずれかを着色シートとすることによって、おむ
つ１０の自然状態及び着用状態において、第１～第３領域６１～６３の色差を所定の範囲
内とすることができる。なお、第１～第３領域６１～６３の色差は、少なくともおむつ１
０の自然状態において０．１～１０．０の範囲であればよい。
【００４１】
＜第２実施形態＞
　本実施形態に係るおむつ１０の基本構成は、第１実施形態と同様であるので、相違する
構成についてのみ以下に説明する。
【００４２】
　図６～図８を参照すると、本実施形態に係るおむつ１０では、前後ウエストパネル１７
，１８において、内層シート３１，３２に着色が施されており、外層シート３３，３４は
非着色（白色）であって、光線透過率が約６０％以上である。また、内外層シート３１，
３２，３３，３４の間には、おむつ１０の外部（外層シート２３，２４の外側）から視認
可能な装飾要素７３が印刷された中間シート７１，７２が配置される。
【００４３】
　中間シート７１，７２は、略矩形状であって、横方向Ｘに延びて縦方向Ｙにおいて離間
対向する内端縁７１ａ，７２ａ及び外端縁７１ｂ，７２ｂと、内外端縁７１ａ，７１ｂ，
７２ａ，７２ｂ間を縦方向Ｙに延びる両側縁７１ｃ，７２ｃとを有する。内端縁７１ａ，
７２ｂは前後ウエストパネル１７，１８の内端縁１７ａ，１８ａとほぼ一致しており、外
端縁７１ｂ，７２ｂは、吸収体１６の縦方向Ｙ外側に位置し、本実施形態ではクロッチパ
ネル１５の前後端縁２０ａ，２０ｂとほぼ一致している。両側縁７１ｃ，７２ｃは第３領
域６３の両側部６４に位置している。
【００４４】
　中間シート７１，７２は、不透液性の繊維不織布、不透液性かつ透湿性のプラスチック
フィルム又はそれらのラミネートシートから形成される。本実施形態では装飾要素７３の
一例として、動物を模したキャラクターの図柄が示されているが、外部から視認されてそ
の形態が把握できる限りにおいて、各種公知の図形、装飾模様、絵柄、文字、記号、着色
等であってもよい。中間シート７１，７２において装飾要素７３を除く領域（以下、非装
飾領域７４という）には、内層シート３１，３２と同色に着色が施されている。非装飾領
域７４は、印刷や有彩色の顔料を添加することにより着色することができる。中間シート
７１，７２の非装飾領域７４における光線透過率は、約５～５０％である。
【００４５】
　第２実施形態のおむつ１０において、装飾要素７３を除く領域では、各弾性体が収縮し
た自然状態において、第１、第２及び第３領域６１，６２，６３のうち、外観視において
、色濃度が最も高い領域と最も低い領域との色差（ΔＥ＊ａｂ）は、Ｌ＊ａ＊ｂ＊表色系
において０．１～１０．０の範囲である。第３領域６３では、中間シート７１，７２が配
置されている領域において、中間シート７１，７２の非装飾領域７４、内層シート３１，
３２、及び防漏シート５４が重なることにより、色濃度が最も高くなっており、具体的に
は、第３領域６３の非装飾領域７４と、他の領域との色差が０．１～１０．０の範囲にあ
る。
【００４６】
　このように、おむつ１０の装飾要素７３を除く領域において、各領域６１，６２，６３
の色差をいずれも１０．０以下とすることで、外観視において各パネルの境界部分におけ
る色濃度がほぼ均一になり、下着らしい印象を与えることができる。また、外層シート３
４，３５を非着色とし、光線透過率を６０％以上とすることで、おむつ１０の外面から装
飾要素７３を明瞭に視認することができ、より意匠性の高いおむつ１０とすることができ
る。
【００４７】
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＜変形例＞
　図９及び図１０を参照すると、第２実施形態の変形例におけるおむつ１０では、後ウエ
ストパネル１８における中間シート７２が後ウエスト部２３にのみ配置されており、臀部
カバー部２４に配置されていない。つまり、後ウエストパネル１８における第３領域６３
では、中間シート７２が配置されたフィルム積層域７６と、臀部カバー部２４に位置し、
中間シート７２が配置されていない非フィルム積層域７７とが形成される。中間シート７
２は、非装飾領域７４に着色が施されているため、第３領域６３の色濃度はフィルム積層
域７６で最も高くなり、第２領域６２を含めた色濃度の相関関係は、おむつ１０の自然状
態において、フィルム積層域７６＞非フィルム積層域７７＞第２領域６２となる。つまり
、装飾要素７３を除く領域において、フィルム積層域７６と非フィルム積層域７７及び第
２領域６２と非フィルム積層域７７との色差は、フィルム積層域７６と第２領域６２との
色差よりも小さくなる。かかるおむつ１０では、フィルム積層域７６から第２領域６２に
向かって色濃度が薄くなるように色のグラデーションが生じて、非フィルム積層域７７を
形成しないものに比して色差が認識されにくくなり、より全体が均一に着色されたおむつ
１０として認識させることができる。
【００４８】
　なお、第２実施形態及び変形例において、中間シート７１，７２の非装飾領域７４を無
色透明とすることもできる。かかるおむつ１０では、第３領域６３の装飾要素７３を除く
領域において、中間シート７１，７２の配置領域と、非配置領域との色差が１に近い値と
なり、より下着らしい印象を与えることができる。また、上記実施形態及び変形例では、
クロッチパネル１５が内層シート３１，３２の肌対向面側に配置されているが、クロッチ
パネル１５を内層シート３１，３２と中間シート７１，７２の間に配置する構成としても
よい。第１及び第２実施形態並びに変形例において、おむつ１０の略全域が外観視におい
て視認可能な着色を有するとは、おむつ１０の外面（非肌対向面）において、非装飾領域
７４を除く約９０％以上、好ましくは約９５％以上、より好ましくは約９８％以上の領域
が外観視において視認可能な着色を有することをいう。
【００４９】
　本明細書において、同色とは、Ｌ＊ａ＊ｂ＊表色系におけるＬ＊値の差が２０以下、ａ
＊値の差が１０以下、ｂ＊値の差が１０以下の範囲である色をいう。また、内外層シート
３１～３４、中間シート７１，７２、被覆シート５３及び防漏シート５４の光線透過率は
、ＪＩＳ　Ｋ　７３７５に準拠して測定し、コニカミノルタ株式会社製の色彩色差計ＣＲ
－３００シリーズを用いて測定することができる。
【００５０】
＜色差の測定方法＞
　Ｌ＊値、ａ＊値及びｂ＊値の測定には、コニカミノルタ株式会社製の色彩色差計ＣＲ－
３００シリーズを用い、測定機器にノズル（ノズル開口の直径：１１ｍｍ）を取り付けて
測定を行った。おむつ１０をパッケージから取出して水平な台に載置し、おむつ１０の自
然状態において、第１領域６１、第２領域６２、第３領域６３の両側部６４及び中央部６
５のそれぞれについて測定を行う。測定機器のノズル開口は、台に載置したおむつ１０に
垂直（すなわち、台に対して垂直）に押し当てて測定する。それぞれの測定領域６１，６
２，６４，６５について、測定領域内で測定位置をずらして３箇所の測定を行う。３箇所
の測定値の平均値を算出し、各領域６１，６２，６４，６５におけるＬ＊値、ａ＊値及び
ｂ＊値とした。「表１」は、第２実施形態に係るおむつ１０（中間シート７１，７２の非
装飾領域７４に着色が施されたもの）の各領域の色差の測定結果を示す。
【００５１】
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【表１】

【００５２】
　本発明の使い捨ておむつ１０を構成する各構成部材には、明細書に記載されている材料
のほかに、この種の物品において通常用いられている各種公知の材料を制限なく用いるこ
とができる。また、明細書及び特許請求の範囲において、「第１」～「第３」等の用語は
、同様の要素、位置等を単に区別するために用いられる。
【００５３】
　以上に記載した本発明に関する開示は、少なくとも下記の事項に整理することができる
。
【００５４】
　縦方向及び横方向と、前ウエスト域と、後ウエスト域と、前記前後ウエスト域の間に位
置するクロッチ域とを有し、前記前後ウエスト域を形成する環状のウエストパネルと、前
記クロッチ域から前記前後ウエスト域へ延びるクロッチパネルと、ウエスト開口及び一対
のレッグ開口とを含む使い捨ての着用物品において、前記ウエストパネルは、前記横方向
に弾性的に伸縮可能なウエスト弾性体を含み、前記クロッチパネルは、吸収体と、前記吸
収体の前記横方向外側に位置する一対の防漏カフとを含み、前記ウエストパネルと前記ク
ロッチパネルとは、略全域に着色が施されており、前記ウエストパネルにおいて前記クロ
ッチパネルが平面視において重ならない第１領域と、前記クロッチパネルにおいて前記ウ
エストパネルが平面視において重ならない第２領域と、前記ウエストパネルと前記クロッ
チパネルとが平面視において重なる第３領域とのうち、前記ウエスト弾性体が収縮した自
然状態において、外観視における色濃度が最も高い領域と最も低い領域との色差が、０．
１～１０．０の範囲であって、前記防漏カフは、白色の繊維不織布から形成されていて、
外観視において、前記レッグ開口に沿う領域の一部のみが非着色であることを特徴とする
。
【００５５】
　上記段落００５４に開示した本発明は、少なくとも下記の実施の態様を含むことができ
る。
（１）前記第１領域の最大伸長時における色濃度は、前記第２領域の色濃度よりも低い。
（２）前記クロッチパネルは、前記クロッチパネルの非肌対向面を形成する被覆シートと
、前記被覆シートと前記吸収体の間に位置し、前記吸収体の非肌対向面側を覆う防漏シー
トとを含み、前記被覆シートは、白色であって光線透過率が６０％以上の繊維不織布から
形成され、前記防漏シートは、着色が施されたプラスチックフィルムから形成され、前記
防漏カフは、前記防漏シートの肌対向面側に位置する。
【符号の説明】
【００５６】
１０　　おむつ（着用物品）
１１　　前ウエスト域
１２　　後ウエスト域
１３　　クロッチ域
１４　　ウエストパネル
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１５　　クロッチパネル
１７　　前ウエストパネル
１８　　後ウエストパネル
６１　　第１領域
６２　　第２領域
６３　　第３領域
６４　　両側部
６５　　中央部
７６　　フィルム積層域
７７　　非フィルム積層域
Ｘ　　　横方向
Ｙ　　　縦方向
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